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4.9GHz帯における第５世代移動通信システムの利用に関する調査の結果 
 

 

○ 4.9GHz帯における第５世代移動通信システム（５Ｇ）の利用に関するニーズを把握するため、令和６

年３月 15日（金）から同月 29日（金）までの間、調査を実施。 

 

○ 携帯電話事業者４者（株式会社 NTT ドコモ、KDDI 株式会社/沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバン

ク株式会社、楽天モバイル株式会社）が回答を提出。 

  

別紙 
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●4.9GHz帯における第５世代移動通信システムの利用に関する調査の結果 

 

株式会社NTTドコモ 
KDDI株式会社/ 

沖縄セルラー電話株式会社 
ソフトバンク株式会社 楽天モバイル株式会社 

１ 4.9GHz帯の周波数活用方法等に関して、以下の項目を御回答ください。 

 

(1) 第５世代移動通信システムに係る周波数の割当てを希望する理由 

・都市部を中心とした高トラヒックエリ

アへの利用を検討 

・我が国の携帯電話網の総トラヒックは

年率約1.2倍で増加しており、「デジタ

ル変革時代の電波政策懇談会報告書」

（令和３年８月）において、2025年度

末までに＋6GHzの帯域確保目標が掲げ

られていることから、4.9GHz帯は今後

のトラヒック需要を支える貴重なサブ

６帯域であるため 

・ただし、新世代モバイル通信システム

委員会報告（令和６年３月）にて

「4.9GHz帯を５Ｇに割り当てるために

は、5GHz無線アクセスシステムの移行

が必要」であり「十分な移行期間を設

けた上で終了促進措置により移行の促

進を図ること」との記載があることか

ら、既存システムの移行方針（終了促

進措置の詳細条件）等の情報を総合的

に勘案したうえで、開設計画の申請に

ついて判断する必要がある 

・4.9GHz帯は連続した100MHz幅の確保が

可能であり、また広域なエリアカバレ

ッジに適した6GHz以下の帯域※１であ

るため、順次面的に全国的に展開する

ことによりトラヒック対策等で活用を

予定 

・また、当社は最多の通信トラヒックを

擁している※２ものの、他社と異なり連

続した100MHz幅の割当てが1枠しかな

い※３ため、将来のトラヒック増加を踏

まえたトラヒック対策の観点から割当

てを強く希望 

 
※１ 総務省「５Ｇビジネスデザインワーキンググ

ループ報告書」114ページ 

※２ 総務省「令和5年度携帯電話及び全国BWAに係

る電波の利用状況調査の調査結果の概要」134ペ

ージ 

※３ 総務省「デジタルビジネス拡大に向けた電波

政策懇談会（第1回） 事務局資料」68ページ 

・4.9GHz帯は、当社が既に認定を受けて

いる3.7GHzと同様、今後の５Ｇ展開の

核となる周波数帯であるため、現時点

においては割当てを希望しており、今

後策定される開設指針や技術的条件等

を踏まえて申請を検討  

(2) 割当希望時期  

・既存無線局の他システムへの移行等に

時間を要することも予想されることか

ら、令和6年度の上期中、その中でもでき

るだけ早期の割当てを希望 

・既存システムの移行方針について、新

世代モバイル通信システム委員会報告

にて「利用形態に応じた移行先を個々

に検討する必要」がある旨記載されて

・(5)にて後述の通り4.9GHz帯は多様な

方法で既存登録人等が利用している帯

域であるため、円滑な移行を推進する

観点から現時点で想定し得る最も早い

・5GHz帯無線アクセスシステムの終了促

進措置が必要であるため、今後の議論

の推移や条件等を勘案した上での適切

な時期の割当てが適当 
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 いることから、既存利用者の意向を踏

まえた周波数の使用期限の整理を丁寧

に実施した後に4.9GHz帯の割当てが実

施されるべき 

時期に割当てを実施し、既存登録人等

と共に早期に移行方策の検討・実施に

着手することが重要 

・具体的には2024年9月末までの割当て

を希望 

(3) 想定する利用シーン、需要見込み（通信トラヒックを含む。）、活用が想定されるユースケース、エリア展開に対する考え方 等 

・都市部の高トラヒックエリアへの利用

を想定 

・５Ｇエリアにおける今後のさらなる品

質向上及び容量確保を実現するため、

トラヒック需要の高いエリア及び衛

星通信システムとの干渉回避により

3.7/4.0GHz帯による基地局整備が困

難なエリアを中心に全国的に展開す

ることを想定 

・将来においては生成AIの高度化やメタ

バースの本格普及により通信トラヒッ

クの大幅な増加が想定されることか

ら、4.9GHz帯については、既存登録人

等と移行について合意ができたエリア

から順次面的に全国的に展開すること

によりトラヒック対策等で活用 

・4.9GHz帯は、当社が既に認定を受けて

いる3.7GHz帯と比べ、衛星干渉がなく

包括免許でエリア展開が可能な周波数

になるため、主にキャパシティ用途と

して、トラヒックがひっ迫しているエ

リアの整備や、将来契約者数が増えた

場合の対策など柔軟な５Ｇのエリア展

開に向けた利用を想定 

(4) 基地局整備の方針 

・都市部の高トラヒックエリアへの利用

を想定しているため、高トラヒックエ

リアから置局を開始し、認定後５年以

内に人口カバー率50%を達成すること

を想定  

・トラヒック需要の高いエリア及び衛星

通信システムとの干渉回避のために

3.7/4.0GHz帯による基地局整備が困

難なエリアから先行的に展開してい

くことを想定しているが、基地局整備

の時期や人口カバー率等については、

既存システムの移行方針（終了促進措

置の詳細条件）等の情報を総合的に勘

案して検討する必要がある 

・当社では、トラヒック需要を効果的に

処理するため帯域毎に周波数特性に応

じた利用用途を定め、ネットワークを

構築・運用するというネットワーク戦

略方針に基づき基地局整備を実施 

・また、併せて基地局整備へのビッグデ

ータの活用など、短期的・長期的双方

の観点でのPDCAサイクルによるネット

ワーク品質向上に向けた取組について

も強化 

・4.9GHz帯については、既存登録人等と

移行について合意ができたエリアから

展開し、最終的に全国で基地局整備を

実施 

・主にトラヒックがひっ迫しているエリ

アの整備や、契約者数が増えた際のキ

ャパシティ用途として、5Gのエリア展

開に向けた利用を想定 

・なお、本周波数帯は現在5GHz帯無線ア

クセスシステムが利用していることか

ら、移行が完了後又は移行が完了した

地域から順次基地局の開設が可能とな

る。当該移行に係る終了促進措置等に

ついては今後議論されるものと認識し

ており、現時点では、基地局の整備計

画（基地局の整備地域・時期、人口カ

バー率等）を検討することは難しい状

況 

(5) 既存無線局の他システムへの移行に向けた対応 

・認定された場合は、速やかに終了促進

のための窓口を弊社に設置し、既存登

・既存利用者からの相談窓口の設置、他

システムへの移行に係る費用負担等

・4.9GHz帯は多様な方法で利用されてい

る帯域であるため現在の利用形態・頻

・当該移行に係る終了促進措置等につい

ては今後議論されるものと認識してお
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録人あるいはFWAベンダ等との契約締

結を経てシステム移行や周波数移行を

促進する 

・期間や費用は検討中 

の対応が必要と想定しているが、詳細

については、既存システムの移行方針

（終了促進措置の詳細条件）を踏まえ

たうえで、既存利用者の利用形態等の

状況に応じた丁寧な検討及び対応を

実施していく必要がある 

度等を把握しながら、最適な移行方法

や手段、時期を既存登録人等と相談の

上、丁寧に対応 

 

＜想定される移行期間＞ 

・既存登録人等が十分に移行先を検討で

きるよう当該登録局等の使用期限は10

年以上を想定。ただし、合意できた登

録人等・エリアから使用期限を待たず

に速やかに移行を実施 

 

＜移行システムの提案＞ 

・既存登録人等の利用方法や要望に寄り

添って、ローカル５Ｇ/全国携帯電話網

（プライベート５Ｇ含む）/固定FWA/衛

星システム/無線LAN/有線サービスな

ど最適なシステムを提案し、移行を促

進 

 

＜円滑な移行に向けた取り組み＞ 

・900MHz帯や700MHz帯での終了促進での

経験を活かして、移行に関する専門組

織や窓口を立ち上げ、全ての登録人等

に対する周知や移行の調整、各種問い

合わせにも対応 

 

＜費用負担など＞ 

・使用期限前の前倒し移行に協力いただ

ける場合は、既存登録人等の移行に要

する費用は原則５Ｇ事業者が負担、そ

の他の費用（業務維持費用等）につい

ても状況に応じて検討 

 

 

 

 

 

り、その議論を踏まえた上で、詳細条

件について、検討が必要 
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２ 周波数割当方法に関して 

 

(1) 一の免許人に割り当てる帯域幅及びその理由 

・容量バンドとして使用するため、

100MHz幅の割当てを希望  

・100MHz幅を一の免許人に割り当てるこ

とが適切 

・100MHz幅 

・割当可能な最大幅での活用が効率的 

・100MHz幅を一の免許人に割り当てるこ

とを希望 

(2) 免許人が満たすべき要件 

・電気通信システムを安定的に運用する

能力に加え、さらなる電波の有効利用

を実現するための技術力および財務力

が必要不可欠 

・また、携帯電話システムが我が国の重

要な社会インフラとしての役割を長期

的に担っていく観点から、諸外国と伍

していく国際競争力を確保できること

が必要不可欠であり、グローバルレベ

ルでの研究開発や国際標準化における

十分な能力を備えることが免許人の満

たすべき要件として重要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・免許人（申請者）が満たすべき要件と

して、以下の3点を考慮する必要があ

る 

✓申請者は電気通信事業を営む財務的

基礎を有すること 

✓申請者は周波数を有効利用するため

の技術力、具体的な計画を有すること 

✓申請者は他の申請者のグループ会社

であってはならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①基地局整備能力を有していること 

✓基地局整備のための人員的リソース、

財務面、置局・運用ノウハウ等を有し

ていること 

 

②災害対応を含めた保守体制を有してい

ること 

✓激甚化する自然災害に十分対応できる

だけの体制が整備されていること 

 

③財務的基盤を有していること 

✓５Ｇネットワークの円滑な構築をす

るための財務的基盤を有しているこ

と 

✓仮に現在認定期間中の開設計画があ

る場合は負担が重複し費用が莫大と

なることから、本帯域の費用に加えて

以下の費用を負担可能な財務基盤を

有していること 

― 現在認定期間中の全ての開設計

画※１を履行するための費用 

― 特に移行費用は負担が大きいた

め、終了促進措置を実施中のもの※２

は、当該移行費用も含めた費用 

 
※１ 認定期間中の開設計画 

・第４世代移動通信システムの普及のための 

特定基地局の開設計画 

・総合評価方式において絶対審査基準と

してこれまで課されてきた要件は、最

低限満たすべき 
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・第５世代移動通信システム（５Ｇ）の 

普及のための特定基地局の開設計画 

・2.3GHz帯における第５世代移動通信システム 

（５Ｇ）の普及のための特定基地局の 

開設計画 

・700MHz帯における移動通信システムの 

普及のための特定基地局の開設計画 

 

※２ 終了促進措置を実施中の開設計画 

・第４世代移動通信システムの普及のための 

特定基地局の開設計画 

・第５世代移動通信システム（５Ｇ）の 

普及のための特定基地局の開設計画 

 

④周波数移行に係る対応能力を有して

いること 

✓周波数移行のための人員的リソース、

財務面、置局・運用ノウハウ等を有し

ていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 複数の申請があった場合の審査方法について留意すべき事項 

・項目毎の配点、審査時の詳細な判定方

法を含め、関係者の意見を聞く機会を

設け、十分な透明性と公平性を確保す

ることを希望 

・また、審査項目は既存の周波数割当て

状況に左右されるものではなく、

4.9GHz帯の開設計画の評価によって割

当てが決まることを希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・電波有効利用の観点から、比較審査の

実施にあたり基地局構築やエリア展

開に係る基準が最も重視されるべき 

・開設指針の策定にあたっては、公平か

つ透明な手続きが実施されることが

極めて重要であり、配点構成や比較審

査基準も含めて意見募集が実施され

ることを希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①トラヒックのひっ迫度の考慮 

✓安定的なサービス提供を行う観点か

ら各事業者の処理する総トラヒック

量を割当済周波数幅で除したトラヒ

ックのひっ迫度を考慮すべき。なお、

トラヒックの多寡を勘案せず単純に

割当幅のみを比較することはひっ迫

度を考慮していないため不適切 
 

※ 算定に当たっては毎年公表されている「携帯電

話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査」を参

考にすることが適切 

 

②事業者の割当済同質周波数幅の考慮 

✓周波数の特性、周波数の周波数幅のイ

コールフッティングの確保※の観点か

ら、4.9GHz帯が面的カバーに資する側

面とキャパシティ対策に重要な側面

のある帯域であることを踏まえ、割当

・4.9GHz帯は５Ｇの展開に極めて優位な

帯域であることから、事業者間の公正

な競争を促進するためには、当該周波

数と同一の特性を持つ周波数の保有の

多寡に係る基準を設ける等、事業者間

の競争に配慮した制度設計が適当 

・また、特定基地局開設料が高額化する

と、携帯電話のインフラ整備の遅延や

携帯電話料金への転嫁など、国民にと

って不利益となる恐れがあるため、開

設計画の審査基準の設定にあたって

は、特定基地局開設料の金額の多寡に

より割当事業者が決まることがないよ

うな配点とすることが適当 
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てを予定している周波数と同質の周

波数、いわゆるSub6帯域における連続

した100MHz幅の周波数の事業者ごと

の割当数を考慮（割当数がより多い場

合を劣後）すべき 

 
※ 「移動通信システム向け周波数の一層の有効利

用に向けた制度的課題-5G時代の電波監理-」 林

秀弥 名古屋大学大学院法学研究科教授、電波監

理審議会委員 

https://app.journal.ieice.org/trial/100_11

/k100_11_1209/index.html 

 

③開設計画履行状況の確認 

✓基地局整備が着実に遂行できる根拠

として、近年（例えば、過去1年あるい

は3年以内）、開設計画に係る基地局整

備に関して行政指導を受けていない

こと、または認定満了時において開設

計画の未達がある場合には劣後させ

るべき 

 

④自らネットワークを構築しているこ

との考慮※ 

✓周波数の有効利用の観点から、「自ら

ネットワークを構築（割当済周波数を

活用）して事業展開を図る」という原

則を踏まえ、自社（同一グループ含む）

で整備している事業者がより評価さ

れるべきであることから、既存事業者

が当該周波数の開設計画期間内にグ

ループ外ローミングによるエリア補

填の計画がある場合はその事業者、ロ

ーミング計画期間に差がある場合は、

期間がより長い事業者は、劣後させる

べき 

 
※ 同一グループ内でのネットワーク融通、障害発

生時などの事業者間ローミング対応は除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.journal.ieice.org/trial/100_11/k100_11_1209/index.html
https://app.journal.ieice.org/trial/100_11/k100_11_1209/index.html
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⑤ 移行体制や計画の考慮 

✓周波数移行のための人員的リソース、

財務面、置局・運用ノウハウや周波数

移行の前倒しに向けた取り組み等の

計画がより優れていること 

 

⑥ その他の考慮事項 

ア 以下の点について配点バランス等

を考慮すること 

✓特定基地局開設料の多寡のみをもっ

て割当て事業者が決定するようなこ

とにならないよう配点（標準的金額以

下も配点をすることが適当）には留意

すべき 

✓特定基地局開設料の算定においては

事業者による基地局設置等の設備投

資を後押しする観点から「700MHz帯に

おける移動通信システムの普及のた

めの特定基地局の開設に関する指針」

で示された開設計画の基地局数に応

じて最低額が減額される算定方法を

踏襲すべき 

✓当該帯域を含むサービスの利用者が

先進的なサービスを享受できるよう

にするためにも、特定基地局開設料の

高騰は避けるべき 

 

イ 政府が株式の多数を取得している

企業等が申請事業者の主要出資者で

ある場合に当該事業者を優遇するこ

とがないよう留意すべき 

 

⑦ 十分な透明性の確保 

✓開設指針だけでなく、具体的な審査・

評価方法や配点の最終案についても事

前にパブリックコメントを行う等、審
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査方法の透明性を高めるべき 

その他 

（回答無し） （回答無し） （回答無し） （回答無し） 

 


